別記
第３号様式（第５条、第10条関係）

収支予算（精算）書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至　令和　　年　　月　　日
１　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　　目
	予　算　額
	精　算　額
	比較増減
	備　考

	市補助金
	
	
	
	

	自己資金
	
	
	
	

	その他
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	



２　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　　目
	予　算　額
	精　算　額
	比較増減
	備　考

	補助対象経費
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	

	補助対象外
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	

	合　　計
	
	
	
	


※消費税等額の記載方法について裏面をご確認ください。


　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名



※１申請に際し、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、その額が明らかである場合は、その額を除いた額を補助金交付申請額として申請すること。この場合は、八戸市補助金等の交付に関する規則（昭和61年八戸市規則第１号。以下「規則」という。）の規則第３条第１項の申請書及びこれに添付する書類の記載については、その備考欄の部分に、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額する旨及び減額する金額を記載すること。また、当該申請に際し、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、当該申請書の補助金交付申請額に「（含消費税等額）」と付記すること。

※２補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため消費税相当額を含めて申請した場合は、補助事業の実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して申告しなければならない。

※３補助対象者は、実績報告の提出後の消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合は、その金額（実績報告において前記※２により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
